
太極拳指導員委員会　規程

― 平成２６年６月２１日に下線部分を改定 ―

第１条　　この規程は，公益社団法人日本武術太極拳連盟（以下，本連盟と言う）定款第39条の規定に基づき設
置された，太極拳指導員委員会に関することを定めるものとする。

第２条　本委員会の目的：
　　　　　太極拳愛好者の技能向上と公認指導員の養成・資質向上を図るために必要な事業を推進する。
第３条　本委員会の職務：
　　　　　１）公認普及指導員，Ａ，Ｂ，Ｃ級指導員養成講習会と認定試験を企画し，実施する。
　　　　　２）太極拳技能検定の実施内容を企画立案し，５級～１級，初段～４段検定を実施する。
　　　　　３）太極拳指導員の資質向上，技能向上のための諸事業を企画し，高段位取得者の特別講習会，ブロ

ック講師養成講習会等を実施する。
第４条　本委員会の構成：
　　　　　１）本委員会は，委員長１名，幹事数名および委員で構成する。
　　　　　２）本委員会の幹事および委員は，本委員会「本部講師」および「講師」で構成する。
第５条　任　期：　本委員会の構成員の任期は２年とし，再任を妨げない。
第６条　本委員会の事業および会議等：本委員会の諸事業を遂行するための費用は，本連盟が負担する。
第７条　「本部講師」および「講師」に関する規程：

１）「本部講師」および「講師」の委嘱は，委員長および幹事が理事会に推薦し，理事会の承認を得
て行う。

２）「本部講師」は， 年６月に，本委員会講師として登録されている 名のなかから，委員長お
よび幹事が理事会に推薦し，理事会の承認を得て定める。



３）「講師」は， 年６月に「本部研修生」のうち，１期生（ 年度指名） 人および２期生（
年指名） 人のなかから，委員長および幹事が理事会に推薦し，理事会の承認を得て定める。

４）「本部講師」および「講師」は，その後必要に応じて，委員長および幹事が理事会に追加して推
薦し，理事会の承認を得て定める。

５）本委員会「本部講師」および「講師」は，本連盟の太極拳の実技と理論の指導にかかわる事業の
企画と運営に責任を有し，太極拳指導員を養成・指導するための全国的事業およびブロック事業
にかかわるための広い見識と高度の専門性を備えた者でなければならない。

６）本委員会「本部講師」および「講師」は，指導実技を主として担当する講師と，学術・指導理論
等の研究を主として担当する講師とする。

７）指導実技を主として担当する「本部講師」は定年年齢を設けない。「講師」は定年年齢を，原則
として７０歳とする。年齢は毎年６月１日を基準とする。

第８条　ブロック太極拳指導員委員会の構成：
１）本委員会の下に，本連盟のブロック規定による７ブロックにおいて，ブロック太極拳指導員委員
会を設ける。

２）委　員：ブロック太極拳指導員委員会は，第４条の２）に定める「本委員会講師」と第 条の１）
に定める各県連盟太極拳指導員委員会の委員長で構成する。

　　　　　　　ブロック太極拳指導員委員会は，ブロック在住の第４条の２）に定める「本委員会講
師」を指名して委嘱することができる。

３）委員長：委員長は，「本委員会講師」と県連盟太極拳指導員委員会委員長の合議により選出し，
委員長がブロック太極拳指導員委員会の会議と運営を主宰する。

４）ブロック講師：別途定める「ブロック講師規程」に基づいて，指導実技を主として担当するブロ
ック講師を設けて，「ブロック講師名簿」を本委員会に提出する。

５）ブロック常任講師：別途定める「ブロック講師規程」に基づいて，ブロック講師のなかから「ブ
ロック常任講師」を設ける。ブロック常任講師は，第４条の２）に定める本委員会の委
員となる。

６）「ブロック講師規程」とブロック講師の資格付与：
　　　　　　本委員会の事業計画のもとで，各ブロックにおけるブロック太極拳指導員委員会の諸事

業を推進するなかで，ブロック講師の候補となる指導者層の充実を図る。「ブロック講
師規程」とブロック講師の資格付与の範囲に関する規程等については，各ブロックにお
ける事業の進展に基づいて定めてゆくこととする。

第９条　ブロック太極拳指導員委員会の事業等：
　　　　　ブロック太極拳指導員委員会が実施する諸事業の運営資金の調達と運用の方法については，各事業ご

とに本委員会と事前に協議したうえで定める。
第 条　県連盟太極拳指導員委員会：
　　　１）各県連盟に，委員長，委員等で構成する県連盟太極拳指導員委員会を設けることができる。この

委員会の委員長は第４条の２）に定める「本委員会講師」が兼務することはできない。委員会の
運営方法等は各県連盟に委ねる。

　　　２）各県連盟に，技術指導分野に責任を有する「県連盟講師」を設けることができる。「県連盟講師」
のなかから「ブロック講師」を選出してブロック開催の事業等に派遣することができる。

第 条　規程の変更：
　　　　　本規程は必要に応じて追加・修正等の変更を行うものとし，変更は理事会の承認を得て発効する。

　　附　則　本規程は平成１４年６月１５日から施行する。
　　　　　　本規程は平成１４年１２月５日に一部改定する。
　　　　　　本規程は平成２０年１月１９日に一部改定する。
　　　　　　本規程は平成２６年６月２１日に一部改定する。

以上



太極拳指導員委員会関係案件
2014年６月21日 第86回理事会
太極拳指導員委員会幹事会提案

１．２０１４年度～２０１５年度本部講師選任の件：
　添付資料１）「2014年度～2015年度本部講師名簿（案）」により，11人を「日本連盟本部講師」に選任する。

２．２０１４年度～２０１５年度講師選任の件：
　添付資料２）「2009年度第１期～2014年度第６期本部研修生名簿（案）」により，第１期26人，第２期20人
の本部研修生を，「日本連盟講師」に専任する。

３．第６期本部研修生選任の件：
　添付資料２）「2009年度第１期～2014年度第６期本部研修生名簿（案）」により，８人の「第６期本部研修
生」を選任する。

４．第８期ブロック講師選任の件：
　　　添付資料３）「2014年度第８期ブロック講師名簿（案）」により，「第８期ブロック講師」を選任する。
（添付資料１）
　2014～15年度　本部講師名簿（計11人）
石原泰彦（幹事），川崎雅雄（幹事），辻本三郎丸（幹事），友正慧（幹事），上り浜誠一，潮田強，大塚
かづ子，小川篤子，高山恵靖子，西村誠志，三代一美

ブロック 合計
1 北海道･東北 川島潔子（岩手） 馬渕佐枝子（宮城）国枝あつ子（秋田） 相澤秀子（宮城） ７人2 北海道･東北 岡野範子（宮城） 山田泰子（岩手） 篠原優子（北海道）
3 北関東 上原田紀子（新潟） 相波洋子（新潟） 大塚幸枝（栃木） 中村祐子（新潟）

６人4 北関東 鈴木真理子（栃木） 矢島淑江（群馬）
5 北関東 小山晶子（群馬）
6 南関東 大和久美代子（埼玉） 高嶋ますみ（茨城） 鈴木浩次（神奈川）矢島千代子（埼玉）助川敏一（神奈川）

15人

7 南関東 石川佐奈江（埼玉） 河村南里（神奈川） 丹生愛子（東京）
8 南関東 岩田崇江（東京） 平田京子（埼玉） 佐藤えり子（千葉）
9 南関東 友崎　敦（東京） 石川英里子（東京）
10 南関東 小野尚美（神奈川）
11 南関東 塚原加代子（茨城）
12 東海・北陸 高見一枝（愛知） 碓井淳一（富山） 日比靖博（福井） 奥村誠之郎（三重）

８人13 東海・北陸 岩佐育代（三重） 坂野真理子（愛知）
14 東海・北陸 杉山　哲（岐阜） 宮村みほ（三重）
15 近畿 兒玉幸子（大阪） 三方由子（大阪） 新保美香（京都） 岸　宣隆（京都） 福島まつゑ（大阪）

15人

16 近畿 川俣　緑（大阪） 堀本和子（大阪）
17 近畿 吉森忠弘（兵庫） 佐々木晴美（京都）
18 近畿 阿南七重（兵庫） 井上康恵（京都）
19 近畿 寺沢優吉（京都） 寒川雅子（和歌山）
20 近畿 津田洋子（奈良）
21 近畿 吉田由美子（滋賀）
22 中国・四国 圖子　幸子（香川） 丸谷治子（岡山） 森安小百合（鳥取） 三保千鶴子（広島）

７人23 中国・四国 福田　厚子（岡山） 福田一恵（香川）
24 中国・四国 佛圓　藤栄（広島）
25 九州・沖縄 篠崎しのぶ（福岡） 春田牧子（鹿児島） 清水美智代（福岡）三浦義則（長崎） 原　世津（宮崎）

９人26 九州・沖縄 杉崎由里子（福岡） 今古賀環（佐賀） 菅野明子（熊本）
27 九州・沖縄 村上　里絵（熊本）
28 九州・沖縄 前田　修（鹿児島）

計26人 計20人 計４人 計５人 計４人 計８人 67人



第１期～第７期ブロック講師名簿　　　第８期名簿
2014年５月28日

公益社団法人日本武術太極拳連盟太極拳指導員委員会

ブロック
1

北海道
東北

川島潔子（岩手） 川島潔子（岩手） 岡野範子（宮城） 岡野範子（宮城） 石田由紀子（青森）大竹秀男（宮城） 赤神良子（北海道）中西節子（青森）

35
2 岩根節子（岩手） 高橋セイ子（岩手）赤塚京子（北海道）篠原優子（北海道）佐藤尚美（福島） 相澤秀子（宮城） 貝森慶一（青森） 前角地美代（岩手）
3 岡野範子（宮城） 馬渕佐枝子（宮城）大川梅乃（北海道）磯　陽子（宮城） 志賀恒憲（山形） 池田雅古（秋田） 高橋千鶴子（青森）工藤明美（秋田）
4 田中紀代美（秋田）国枝あつ子（秋田）山田泰子（岩手） 今関英夫（岩手） 立石孝治（青森） 武田繁子（秋田） 佐藤泰子（宮城） 寺内京子（山形）
5 宮本一弘（北海道）佐々木祐子（秋田）藤木明美（秋田） 沼澤祐子（福島） 土屋直美（山形） 後藤妙子（福島） 佐藤かほる（宮城）森豊貴（北海道）
6

北関東

堀米秀夫（群馬） 鈴木真理子（栃木）鈴木真理子（栃木）鈴木真理子（栃木）高橋ルイ(新潟） 松屋のり子（新潟）小林美加子（新潟）風間敏之（新潟）

29
7 上原田紀子（新潟）相波洋子（新潟） 深海せつ子（新潟）中村祐子（新潟） 吉田ますみ（長野）田中美穂子（長野）小川隆江（長野） 石野公子（長野）
8 鈴木真理子（栃木）柏戸禮子（栃木） 大塚幸枝（栃木） 市川悦子（栃木） 越後恵子（栃木） 木村節子（栃木） 影山百合子（栃木）柏倉芳枝（栃木）
9 山崎優子（長野） 山崎優子（長野） 小林まさ子（長野）北村百合子（長野）須永美知子（群馬）深澤智子（群馬） 奈良橋俊子（群馬）登丸道子（群馬）
10 小山晶子（群馬） 矢島淑江（群馬） 淺川芳子（群馬） 斉藤淳子（群馬）
11

南関東

大和久美代子（埼玉）大和久美代子（埼玉）石黒泰子（神奈川）石黒泰子（神奈川）鈴木浩次（神奈川）中村和代（埼玉） 助川敏一（神奈川）安藤育子（東京）

41

12 塚原加代子（茨城）塚原加代子（茨城）高嶋ますみ（茨城）高嶋ますみ（茨城）酒井恵子（埼玉） 長洲裕子（神奈川）川田まゆ子（埼玉）中山純子（神奈川）
13 車谷和子（千葉） 川嶋千恵子（千葉）石川英里子（東京）大城真智子（東京）中西典子（茨城） 立石朝輝（東京） 野田博明（茨城） 堀米佳津子（千葉）
14 小野尚美（神奈川）山田光代（神奈川）友崎　敦（東京） 堀　明美（東京） 東出桂子（東京） 松丸洋子（茨城） 坂井シゲ子（東京）田村満子（埼玉）
15 岩田崇江（東京） 河村南里（神奈川）鈴木貴子（千葉） 白川三栄（千葉） 田原紀子（千葉） 伊藤　晶（千葉） 佐々木喜美子（千葉）
16 佐藤えり子（東京）丹生愛子（東京） 相川清香（埼玉） 矢島千代子（埼玉）
17 石川佐奈江（埼玉）松本敏江（山梨） 平田京子（埼玉） 武石英子（埼玉）
18

東海
北陸

高見一枝（愛知） 高見一枝（愛知） 大沢藍未（岐阜） 大沢藍未（岐阜） 増田洋（静岡） 碓井淳一（富山） 板井由美子（愛知）中村和子（愛知）

37
19 岩佐育代（三重） 尾崎育代（三重） 坂野真理子（愛知）浦島なゆみ（愛知）坂口美智代（福井）塩苅陽子（富山） 荻野みどり（静岡）坪内悦子（福井）
20 市橋弘幸（福井） 市橋節子（福井） 宮村みほ（三重） 花井由美（愛知） 中条幸子（富山） 日比靖博（福井） 小野あけみ（福井）高木久美子（岐阜）
21 杉山　哲（岐阜） 岡田弘子（石川） 今森淑子（石川） 岡田充弘（福井） 青山玲子（富山） 加藤美智代（愛知）杉山千恵（岐阜） 遠藤成子（静岡）
22 坂口志津子（石川）高橋かよ子（静岡）藤代孝（静岡） 斎藤ひろみ（岐阜） 奥村誠之郎（三重）宮崎敦子（富山） 田中正人（富山）
23

近畿

三方由子（大阪） 三方由子（大阪） 堀本和子（大阪） 堀本和子（大阪） 北川はつ江（滋賀）細田幸枝（大阪） 大塚恵子（大阪） 仲宗根玉惠（大阪）

44

24 吉森忠弘（兵庫） 吉森忠弘（兵庫） 飯田順子（京都） 飯田順子（京都） 新保美香（京都） 梅本克己（兵庫） 酒井令子（兵庫） 首藤ちづ子（奈良）
25 兒玉幸子（大阪） 川俣　緑（大阪） 安野生子（大阪） 菊池光友希（大阪）渡邊恭子（大阪） 小谷早苗(奈良） 永井三千代（奈良）南出利惠（和歌山）
26 阿南七重（兵庫） 奥西憩子（奈良） 武田節子（兵庫） 福島まつゑ（大阪）小野久美子（兵庫）田中美代子（滋賀）中小路良介（滋賀）深川裕子（滋賀）
27 津田洋子（奈良） 夏原淑江（滋賀） 平間和子（奈良） 土井裕美子（兵庫）飯降牧子（奈良） 山縣左記子（京都）和田弥生（京都） 岸宣隆（京都）
28 吉田由美子（滋賀）佐々木晴美（京都）山口晴朗（滋賀） 西浴美智子（和歌山）
29 成瀬陽子（京都） 寒川雅子（和歌山）井上康恵（京都） 寺沢優吉（京都）
30

中国
四国

図子幸子（香川） 図子幸子（香川） 佛圓藤栄（広島） 佛圓藤栄（広島） 河原晃子（岡山） 植村るみ子（岡山）中条育美（香広島）伊藤真由美（広島）

27
31 藤田紀子（山口） 福田厚子（岡山） 小橋珠子（岡山） 辰田真理子（岡山）佐々木節枝（鳥取） 財部伊津子（山口）大前一美（広島）
32 丸谷治子（岡山） 佛圓藤栄（広島） 中石春美（広島） 三原彰子（山口） 神原好美（香川） 相本邦子（山口）
33 西本タミ子（香川）福田一恵（香川） 中西洋恵（徳島） 森安小百合（鳥取）三保千鶴子（広島）
34 岡田淑子（高知） 福井美幸（徳島） 氏原史子（高知） 青木陽子（高知）
35

九州
沖縄

篠崎しのぶ（福岡）篠崎しのぶ（福岡）篠崎しのぶ（福岡）篠崎しのぶ（福岡）浦上久美子（福岡）坪井由紀子（福岡）井上安子（福岡） 堀田恵子（福岡）

29
36 川原恵子（福岡） 杉崎由里子（福岡） ）岡福（）期1（子恵原川 伊藤美貴子（福岡）梁井公美（佐賀） 三浦義則（長崎） 佐々木和江（熊本）小島利津（佐賀）
37 今古賀環（佐賀） 清水美智代（福岡） ）賀佐（）期1（環賀古今 安部純江（大分） 行田まさ子（熊本）佐々木和子（宮崎）高橋信子（鹿児島）帖佐幸子（長崎）
38 村上里絵（熊本） 栗山英樹（宮崎） ）本熊（）期1（絵里上村 山本浩司（長崎） 別城美知子（熊本）登川操子（沖縄） 吉用和史（大分）
39 有馬勝博（鹿児島）春田牧子（鹿児島）前田　修（鹿児島）島元正子（沖縄） 原　世津（宮崎） 福森　高（鹿児島）

計33人 計28人 計30人 計30人 計32人 計29人 計29人 計31人 242人
    

は，2014年６月現在活動停止の人


	P8-10太極拳指導員委員会関係案件01
	P8-10太極拳指導員委員会関係案件02
	P8-10太極拳指導員委員会関係案件03
	P8-10太極拳指導員委員会関係案件04

